
＜その他、取組に特徴のある事例＞

○農道のコンクリート舗装で営農条件を改善

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福岡県糸島市 井原
いは ら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
ha 水稲8.8

交 付 金 額 個人配分 48％
147万円 共同取組活動 51％農道のコンクリート舗装

（52％） 1％役員手当

協定参加者 農業者10人

２．取組に至る経緯

当地区は、糸島市の南東部に位置し、小規模な兼業農家を多数有する集落である。農

地の高低差が大きく、農道の整備も遅れており、林地が近いことからイノシシ等の鳥獣

被害も重なり、耕作・管理作業等、多大な重労働となっていた。

そこで、平成１２年度から本制度に取り組み、農道・水路の管理や整備を行うととも

に、電気牧柵による対策を行っている。

３．取組の内容

農道を計画的にコンクリート舗装することにより、営農条件の改善を図り、耕作放棄

の防止に努めている。

共同作業としては、定期的に農道・水路・溜池の草刈りを行ったり、話合いの場をも

、 、 。つことにより 個々の農地保全に対する意識が高まり 地域の活性化につながっている

また、イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害・農地法面等の破壊防止のため電気

牧柵機を設置し、定期的な点検・補修も行なっている。

コンクリート舗装計画図 コ ン ク リ ー ト 舗 装 前

コンクリート舗装後



［集落の将来像］
当集落は、本対策により営農条件の改善が図られたものの、依然、営農条件の不利性の解消までには

いたっていない。今後も、引き受け手の確保が難しいことから、共同作業による水路・農道等の維持・
管理の継続や定年等による帰農者を中心とした営農体系の確立（休耕田を利用した都市住民との交流事
業（貸農園等）のための基礎づくり等）を行っていく。

［将来像を実現するための活動目標］
①耕作放棄地を作らない。②景観作物の作付け。③イノシシ等による農作物被害、農地法面等の崩壊

を防止するため電気牧柵を設置し、定期的な点検・補修を行う。④ 農道、水路、溜池の定期的な草刈り
及び管理。⑤農道のコンクリートによる整備。
［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動

農地の耕作・管理（田8.8ha） 周辺林地の下草刈
（年２回）

個別対応 個別対応・共同取組活動

農地の法面の定期的な点検 景観作物作付け
（年２回及び随時） 景観作物としてレンゲの作付け(

共同取組活動 個別対応

水路・作業道の管理
草刈り 年３回
水路清掃 年１回 鳥獣被害防止対策
農道簡易補修 年１回 （電気牧柵の設置（転作田も含め、特に被
農道のコンクリート舗装 害の多い場所には、年間を通して設置）

（ ）電柵カバー協定農用地面積の実績 田8.8ha
共同取組活動

個別対応

４．取組による変化と今後の課題等

話合いの場をもつことにより、個々の農地保全に対する意識が高まり、地域の活性化

につながっている。

今後は、担い手への利用権設定等による農地の集積により、さらなる耕作放棄の防止

に努めていく。

［平成21年度までの主な効果］

○ 農道の計画的なコンクリート舗装化

（H12～16実績300m、H17実績90m、H18実績80m、H19実績100m、H20実績80m、H21実績80m）

○ 景観作物作付けによる地域の活性化（H17実績4ha、H21実績8ha）

○ 担い手の育成（定年帰農者数 0名(当初)、2名(H21)）




